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• 遠隔医療の更なる活用に向けた基本方針について
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• 直近では、医師法第20条（無診察治療の禁止）との関係を中心に、「オンライン診療の適切な実

施に関する指針の見直しに関する検討会」において、指針の見直しについて議論を行い、今年１

月に改訂を行った。

• 今後は、地域において、オンライン診療を含めた遠隔医療が幅広く適正に実施されるよう、取組

を進めていく必要がある。

現状

• 遠隔医療の更なる活用に向けた「基本方針」について検討。（本医療部会において協議）

【検討の視点（例）】

1. 地域の医療提供体制の確保において、遠隔医療が果たす役割

2. 国、都道府県、医療関係者、それぞれが取り組むべき内容

3. 患者・住民の理解を進めるための取組

4. 個人情報の取扱いや情報セキュリティの在り方 等

• 地域の医療関係者や関係学会の協力を得て、遠隔医療の活用に関する好事例を収集するとともに、
横展開に向け、都道府県等を通じて周知。

今後の取組
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オンライン診療、オンライン受診勧奨 （患者向けに、診察、診断、診断結果の伝達、処方、医療機関への受診勧奨等をリアルタイムで行う行為）

・ 本方針は、厚生労働省が、オンライン診療その他の遠隔医療の実施形態及びその特徴を整理した上で、導入及び実施上の課題及びその解決

に向けて、国、都道府県、市町村を中心とする関係者の望ましい取組みの方向性を提示することで、遠隔医療の導入のための環境の整備を進

め、もってオンライン診療その他の遠隔医療の適正かつ幅広い普及に資することを目的とする。

・ ここでいう「適正」な推進とは、安全性、必要性、有効性、プライバシーの保護等の個別の医療の質を確保するという観点に加え、対面診療と一

体的に地域の医療提供体制を確保する観点も含まれる。

・医療機関におけるオンライン診療等に関する職員のリテラシーの向上について

・オンライン診療等に用いるシステムの導入・運用について

・オンライン診療等に関する患者の理解促進について
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○通院に伴う患者負担の軽減及び継続治療の実現

○訪問診療および往診等に伴う医療従事者の負担軽減

○医療資源の柔軟な活用

○患者がリラックスした環境での診療の実施

○感染症への感染リスクの軽減

Ⅰ 基 本 方 針 の 目的

期 待 さ れ る 役 割

現 状 の 課 題

オンライン診療その他の遠隔医療の推進に向けた基本方針（案）の概要-１

・D to P

・D to P with D

・D to P with N

・D to P with その他医療従事者

・D to P with オンライン診療支援者（医療従事者以外）

【国の取組み】

・医療機関が導入時に参考とできるような事例集、手引き書、チェックリスト等の作成

・オンライン診療等に関する課題の整理、エビデンスの収集や構築 等

【都道府県及び市町村の取組み】

・地域でオンライン診療を実施している医療機関について住民が把握しやすいように工夫する 等

関 係 者 の 取組 み の 方 向 性

様 々 な 形 態

Ⅱ オ ン ラ イ ン 診 療 等 （ 医師 と 患 者 間 で の 遠 隔 医 療 ）



遠隔放射線画像診断、遠隔病理画像診断、遠隔コンサルテーション、遠隔カンファレンス、遠隔救急支援、12誘導心電図伝送、遠隔ICU、遠隔手術指導等

・遠隔にいる医師（医療従事者等）の役割と責任の範囲の明確化

・個人情報保護法制に沿った遠隔医療における患者の医療情報の共有

・遠隔医療システムの安全管理、緊急時や不測の事態への対応策の検討 等
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○ 医療資源の少ない地域における医療の確保への貢献

○ 効率的・効果的な医療提供体制の整備

○ 医療従事者の働き方改革等への寄与

期 待 さ れ る 役 割

現 状 の 課 題

オンライン診療その他の遠隔医療の推進に向けた基本方針（案）の概要-２

Ⅲ 医 師 等 医 療 従事 者 間 で の 遠 隔医 療

・D to D

・D to N、D to その他医療従事者

・N to N、N to その他医療従事者、その他医療従事者 to その他医療従事者 （支援・指導）

１ 地域の医療提供体制の充実に向けた都道府県又は市町村の取組み

２ 医療従事者教育／患者教育の充実

３ 質評価／フィードバック

４ エビデンスの蓄積

５ 新しい技術を踏まえた遠隔医療の推進

Ⅳ そ の 他 遠 隔 医療 に 関 連 す る 事 項

【国の取組み】

・医療機関が導入時に参考とできるような事例集、手引き書等の作成

・遠隔医療に関する課題の整理、エビデンスの収集や構築 等

【都道府県及び市町村の取組み】

・遠隔医療に関する地域における先行事例を把握し、導入を検討中の医療機関に対して、導入済みの医療機関を紹介するなど、医療機関間

の連携関係の構築を支援する 等

様 々 な 形 態

関 係 者 の 取組 み の 方 向 性



• 参考資料



検討の背景
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厚生労働省は、令和３年６月の規制改革実施計画を踏まえ策定するオンライン診療の更なる活用に向けた基本方針に

ついて、オンライン診療の現実の利用実態を踏まえたより実効的な内容となるよう、策定に当たっては、オンライン診

療を受診したことのある者及び実施した経験のある医師の意見を踏まえるとともに、令和４年１月のオンライン診療指

針の改訂に係る「オンライン診療の適切な実施に関する指針の見直しに関する検討会」における議論・経緯を踏まえ、

当該基本方針の策定を行う。

規制改革実施計画（令和４年６月７日閣議決定）（抄）

地域におけるオンライン診療の幅広く適正な実施など遠隔医療の活用の促進のため、2022年度中に、遠隔医療が果

たす役割や患者・住民の理解の推進等も含め、遠隔医療の更なる活用のための基本方針を策定する。また、2022年度

から、地域の医療関係者や関係学会の協力を得ながら、オンライン診療の取組事例の普及や遠隔医療を行う医療機関へ

の情報通信機器の導入支援を行うとともに患者や住民の理解を得るための講習、普及啓発等を行う。

新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画フォローアップ

（令和４年６月７日閣議決定） （抄）

医療提供体制におけるオンライン診療の果たす役割を明確にし、オンライン診療の適正な実施、国民の医療へのアク

セスの向上等を図るとともに、国民、医療関係者双方のオンライン診療への理解が進み、地域において、オンライン診

療が幅広く適正に実施されるよう、オンライン診療の更なる活用に向けた基本方針を策定し、地域の医療関係者や関係

学会の協力を得て、オンライン診療活用の好事例の展開を進める。

規制改革実施計画（令和３年６月18日閣議決定）（抄）


